
主査参事官

津
ラ
。
〃
幻
”
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
引
き
続
き
当
該
検
事
に
、
当
該
検
事
が
年
塗
ハ
十
二
一
年
に
達
し
た
日
に
お

一
諺

（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
）
／

／

／

第
四
条
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
～
第
三
条

条
第
一
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
を
も
っ
て
」
に
改

翌
日
に
他
の
職
に
補
す
る
も
の
と
す
る
。

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
準
則
」

当
該
検
事
の
職
務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
検
事
を
他
の
職
に
補
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に

と
い
う
。
）
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
務
大
臣
は
、
検
事
正
の
職
を
占
め
る
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
正
の
職
を
占
め
る
検
事
に
つ
い
て
、

、

b

L

、

へ

略
一

法
律

〃
ｊ
桐
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」

己

‐

樵
参
事
官

に
池
田
事
務
官

b

／
2722
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が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

年
に
達
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
え
な
い
範
囲
内
（
そ
の
範
囲
内
に
定
年
に
達
す
る
日
が
あ
る
検
事
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
定

事
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
に
他
胤
偽
す
る
も
の
と
壇
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
検
事
を
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、

い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
職
に
補
す
る
に
当
た
っ
て
法

Ｉ
〃
”
叩
肌
、
Ｊ

〉

務
大
臣
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
他
の
職
に
補
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
第
三
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設

こ
の
限
り
で
な
い
。

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由

法
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
検

－2－



条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
二
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
こ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
を
も
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同

定
及
び
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
準
則
で
定
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
外
、
左
の
各
号
の
一
」
を
「
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

事
又
は
検
事
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
二
条
中
「
検
事
総
長
」
を
「
検
察
官
」
に
改
め
、
「
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
」

法
務
大
臣
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
を
検
事
正
の
職
に
補
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は
、
次
長
検

－3－



を
削
り
、
同
条
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

第
一
項
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は

検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に

達
し
た
日
に
お
い
て
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
Ⅳ
ｙ
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ

限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま

あ
る
の
は
「
内
閣
が
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
本
文
の
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の

『

よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に

と
に
つ
い
て
内
閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
で
」
と

て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
長

で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に

「
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

、

／
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お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限

当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る

職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間

を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、

定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（

職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は

、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
条
第
二
項
に

る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該
職
員
が

は
「
前
項
第
一
号
」
と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
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職
員
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則
」
と
い
う
。

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
本
文
の
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
」

）
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
準
則

年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間

と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定

検
事
又
は
検
事
長
の
職
務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
を
検
事
に
任
命
す
る
こ

に
達
し
た
日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
当
該
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
る

と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
内
閣
が
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

に
検
事
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年

内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、
当
該
次
長

法
務
大
臣
は
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

（
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ド

検
事
又
は
検
事
長
を
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と

定
又
は
延
長
を
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
に
検
事
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

な
い
範
囲
内
（
そ
の
範
囲
内
に
定
年
に
達
す
る
日
が
あ
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日

き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え

期
限
を
定
め
、
引
き
続
き
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日

か
ら
当
該
定
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
は
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
次
長

に
お
い
て
占
め
て
い
た
宮
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
法
務
大
臣
が
遵
守

法
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設

内
閣
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引

－7－



十
五
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
」
に
、
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
三
条
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
一
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

附
則
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
、
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
及
び
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項
は
内
閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

第
三
十
二
条
の
一
一
中
「
こ
の
法
律
」
を
削
り
、
「
乃
至
第
二
十
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
条
の
二
ま
で
」
に
、
「
乃
至
第
二

第
三
十
一
条
中
「
互
に
」
を
「
互
い
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
を
削
る
。

す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
第

第
三
十
三
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
を
削
り
、
第
三
十
六
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
第
三

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

五
項
及
び
第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た

－ 8－



第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る

特
例
梢
帽
咋

講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項

規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非
違
に
よ
る
こ
と

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て

前
年
度
（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

な
く
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
八
個
職
手
当
の
基
本
鯛
ｖ
当
該
検
察
官
瓜
剖
調
退
職
を
し
た
日
に
国
家
公
善
貝
法
第
八
十

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
一
干
八
年
法
律
第
百
八
十
一
一
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の

罰

当
該
準
則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法

時
に
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

及
び
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、

の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関

－9－



第
五
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
、
第
三

と
し
、
第
九
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
第
十
条
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五

第
八
条
中
「
の
如
何
な
る
」
を
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
い
か
な
る
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条

第
五
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
る
。

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
る
。

す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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／

第
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す
る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九

３
前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

２
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準

俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の

準
じ
て
算
出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

す
る
。

す
る
．
）
と
任
命
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給

ら
れ
る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

則
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
任
命
の
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
任
命
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
任
命
日

の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
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第
六
条
～
第
十
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

第
二
条
（
略
）

４
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
以
下
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分

２
．
３
（
略
）

推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の

２
前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同

限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的

行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
の
た
め
の
準
備
等
）

法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
。

附

則
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５
法
務
大
臣
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
問
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
三
年
に
達

第
三
条
（
略
）

６
．
７
（
略
）

２
～
４

５
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

す
る
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
に
対
し
、
新
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与

、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適

用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延

旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以

長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

へ

略
…

か
つ
、
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６
任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に

７
検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十

８
検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一

定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が

限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
国
家
公
務
員

公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
検
察
庁
法
第
一
一
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八

の
は
「
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
」
と
す
る
。

一
条
の
七
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家
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13 ０
～
２

１
１

l4 ９
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に
対
す
る

勤
務
し
て
い
る
職
員
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
若
し
く
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
し

第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
き
は
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
」
と
す
る
。

十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
と
こ

る
も
の
は
内
閣
が
、
検
事
又
は
副
検
事
に
係
る
も
の
は
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
の
う
ち
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
係

四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
若
し
く
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き

ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
」
と

て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読

新
検
察
庁
法
第
九
条
第
二
項
（
新
検
察
庁
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第

へ

略
一
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第
四
条
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以

５
６
●

１
１

期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
勤
務
を
要
す
る
官
職
（
指
定
職
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則
第
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

下
「
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常

よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任

る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規

三
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
．
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間

二
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤

一
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

務
し
た
後
退
職
し
た
者

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
一
一
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

へ

略
…
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２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま

基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で

達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に

き
る
。

三
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規

四
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
一
一
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期

で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に

四
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
及
び
附

二
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

｜
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者

準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

則
第
八
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
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第
五
条
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

３
前
一
一
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
年
を
超

十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ

え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
任
期
の
末
日
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は

そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八

五
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院

の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、

て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前

の
官
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で

の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
問
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則
で
定
め
る
者

間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
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第
六
条
（
略
）

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
一
一
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

第
七
条
～
第
十
五
条
（
略
）

Ｓ
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ll ２
～
Ⅲ
（
略
）

ず
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者

当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
續
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一

法
第
六
十
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
人
事

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
新
国
家
公
務
員

（
検
討
）

検
察
官
及
び
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．
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第
十
六
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に
お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の

２
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

３
政
府
は
、
前
項
の
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
た
め
に
は
、
職
員
の
能
力
及
び
実
績
を
職
員
の
処
遇
に
的
確
に
反
映
す
る
た

基
準
、
昇
給
の
基
準
、
俸
給
表
に
定
め
る
俸
給
月
額
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
令
和
十
二
年
三

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
又
は
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
の
前
後
で
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ

新
自
衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く

他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
若
し
く
は

は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る
制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
察
官

一
つ
、

号
の
段
階
そ
の
他
の
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
施
行
日
ま
で
に
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所

め
の
人
事
評
価
の
改
善
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
人
事
評
価
の
結
果
を
表
示
す
る
記

月
三
十
一
日
ま
で
に
所
要
の
措
置
を
順
次
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

の
任
用
に
関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ
い
て
、
人
事
院
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
行
わ
れ
る
昇
任
及
び
昇
格
の

’
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第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
・
第
十
八
条
（
略
）

貝
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
「
第
十
条
の
四
」
を
「
第
八
条

項
」
に
改
め
る
。

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
の
表
第
十
二
条
第
一
一
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三

第
十
七
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
第

第
十
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

一
」
、

Ｉ
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一
」
、

Ｉ
、

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」

勤
務
職

を
、

同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

第
四
項
か

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
二
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
一
項
」
に

第
二
十
六
条
第

第
七
条
第

第
一
一
十
五
条
の
表
第
五
条
第
一
項
の
項
中

「
第
四
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め

「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し

「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の

員
L－－

ら
第
十
一
項
ま
で

に
改
め
る
。

一
一

項
、

今

項
中

第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
二
一
条
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第

「
の
定
め
る
」

聿
冒

、

及
び
第
二
項
た
だ
し

第
十
条
の
四
」

一 一

項
L一一

を
を
「
第
六
十
条
の

「
で
定
め
る
」

「
の
定
め
る
」

一
」
、

Ｉ

に
改
め
る

聿
巨 「

再
任
用
職
員
」

に

に
、

を
一
一

0 、

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

「
で
定
め
る
」

第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

を「
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

、

同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の

に
改
め
、
同
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

二一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

を
「
第
六
十
条
の

に
改
め
る
に
改
め

二一 一
一

員
L－－

第 項
L一一

0

一
一

、■■■■■■■■ 一
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第
二
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」
に
、
「
自
衛
隊
法
第
四
十

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る

れ
た
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
」
を
「
第

四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
自
衛
隊
法
」
に
改
め
る
。

四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

す
る
。

本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に

附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
）
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第
二
十
条
～
第
二
十
八
条
（
略
）

第
三
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

第
四
条
（
略
）

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

替
え
）

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務

第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
体

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

前
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読則
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第
三
十
二
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次

第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
（
略
）

第
二
十
九
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

附
則
第
六
条
中
「
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

附
則
第
二
条
中
「
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
条
第
一
項
」
を

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
附
則
第
六
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
（
略
）

第
三
十
五
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
（
略
）

」
に
改
め
る
。

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
二
十
条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号

26－－



措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

時
間
勤
務
の
制
度
を
設
け
る
ほ
か
、
年
齢
六
十
年
を
超
え
る
職
員
に
係
る
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
等
の

に
年
齢
六
十
五
年
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
及
び
転
任
並
び
に
定
年
前
再
任
用
短

人
事
院
の
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
平
成
三
十
年
八
月
十
日
付
け
の
意
見
の
申
出
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員
の
定
年
を
段
階
的

理
由
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